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第２期下野市地域福祉活動計画策定委員会設置要綱 

 

 （設 置） 

 第１条 下野市社会福祉協議会（以下「本会」という。）が行う住民主体の地域

活動の指針となる地域福祉活動計画（以下「計画」という。）を策定するため、

地域福祉活動計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 

 （所掌事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項について審議し、その結果を本会の会長に報

告する。 

（１）計画の策定に関すること。 

（２）その他計画の策定に必要な事項に関すること。 

 

 （組 織） 

第３条 委員会は、２５人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから会長が委嘱する。 

（１）学識経験を有する者 

（２）関係機関又は団体の推薦を受けた者 

（３）公募による者 

 

（任 期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日から第２条に規定する報告を終えたときまで

とする。 

 

 （委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを決定す

る。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、又は委員長が欠

けたときは、その職務を代理する。 

 

 （会 議） 

第６条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。 

２ 会議は、過半数の委員が出席しなければ、これを開くことができない。 
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３ 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。 

４ 委員会は、必要に応じ、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説

明を聴くことができる。 

 

（庶 務） 

第７条 委員会の庶務は、本会において処理する。 

 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員

長が定める。 

 

 附  則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までとする。 

（計画措置） 

２ この要綱の施行の日以後、最初に開かれる会議は、第６条第１項の規定にか

かわらず、会長が招集する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


